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別表Ⅰ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等⼀覧 （⻭科） 
項番 区分 診療⾏為名称等 記載事項（旧） 記載事項（新） 

２    医科点数表の例により算定するこ
とと告⽰された項⽬については、
医科の記載要領の別表 I に準じて
記載すること。 

８ B 医学管理等 がん性疼痛緩和指導管理料、がん
患者指導管理料、⼊院栄養⾷事指
導料、外来緩和ケア管理料、外来
リハビリテーション診療料、外来
放射線照射診療料、介護⽀援等連
携指導料、がん治療連携計画策定
料、がん治療連携指導料、がん治
療連携管理料、退院時共同指導料
1、退院時共同指導料 2、退院時薬
剤情報管理指導料、傷病⼿当⾦意
⾒書交付料及び医療機器安全管理
料は、全体の「その他」欄に当該
項⽬を記載すること。 

がん性疼痛緩和指導管理料、がん
患者指導管理料、⼊院栄養⾷事指
導料、外来緩和ケア管理料、外来リ
ハビリテーション診療料、外来放
射線照射診療料、外来腫瘍化学療
法診療料、介護⽀援等連携指導料、
がん治療連携計画策定料、がん治
療連携指導料、がん治療連携管理
料、こころの連携指導料(1) 、 退
院時共同指導料 1、退院時共同指導
料 2、退院時薬剤情報管理指導料、
がんゲノムプロファイリング評価
提供料、傷病⼿当⾦意⾒書交付料
及び医療機器安全管理料は、全体
の「その他」欄に当該項⽬を記載す
ること。 

11 B000-
6 
B000-
7 

周術期等⼝腔機
能 管 理 料 (Ⅰ) 
周術期等⼝腔機
能管理料(Ⅱ） 

⼿術、放射線治療、化学療法等の
実施年⽉⽇⼜は予定年⽉⽇を記載
すること。(周管(I)⼜は周管(II)の
「1 ⼿術前」の算定がなく、「2 ⼿
術後」の算定がある場合)脳卒中等
による緊急⼿術を実施した患者に
対して術後早期に⼝腔機能管理の
依頼を受けた旨を記載すること。

⼿術の実施年⽉⽇⼜は予定年⽉⽇
を記載すること。（「１ ⼿術前」の
算定がなく、「２ ⼿術後」の算定
がある場合）脳卒中等による緊急
⼿術を実施した患者に対して術後
早期に⼝腔機能管理の依頼を受け
た旨を記載すること。 

12 B000-
8 

周術期等⼝腔機
能管理料(III) 

 がん等に係る放射線治療⼜は化学
療法の実施年⽉⽇⼜は予定年⽉⽇
を記載すること。 

 緩和ケアの場合はその旨を記載す
ること。 

27 B011-
2 

連携強化診療情
報提供料 

(妊婦である場合) 
当該患者が妊娠している者である
旨記載すること。 

(妊娠中の場合) 
妊娠中である旨を記載すること。 

SYOMU-02
テキストボックス
別紙２
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項番 区分 診療⾏為名称等 記載事項（旧） 記載事項（新） 
34 C000 ⻭科訪問診療料

注 5 患家診療時
間加算 
注６⻭科診療特
別対応加算、初診
時⻭科診療導⼊
加算 
注 7 緊急⻭科訪
問診療加算、夜間
⻭科訪問診療加
算⼜は深夜⻭科
訪問診療加算 

(緊急、夜間若しくは深夜加算、患
家診療時間加算、⻭科診療特別対
応加算⼜は初診時⻭科診療導⼊加
算がある場合)全体の「その他」欄
に緊急、夜間若しくは深夜加算、
患家診療時間加算、⻭科診療特別
対応加算⼜は初診時⻭科診療導⼊
加算である旨を記載すること。 

(患家診療時間加算、⻭科診療特別
対応加算、初診時⻭科診療導⼊加
算、緊急⻭科訪問診療加算、夜間⻭
科訪問診療加算⼜は深夜⻭科訪問
診療加算がある場合)全体の「その
他」欄に患家診療時間加算、⻭科診
療特別対応加算、初診時⻭科診療
導⼊加算、緊急⻭科訪問診療加算、
夜間⻭科訪問診療加算⼜は深夜⻭
科訪問診療加算である旨を記載す
ること。 

36 C000 ⻭科訪問診療料 
注 9 特別⻭科訪

問診療料 

滞在時間(島に上陸したときから
離島するまでの時間)を記載する
こと。同⽉内に⻭科訪問診療とそ
れ以外の外来分の診療がある場
合、それぞれを明確に区分して記
載すること。 

滞在時間(島に上陸したときから離
島するまでの時間)を記載するこ
と。 

38 C000 ⻭科訪問診療料 
注 16 通信画像
情報活⽤加算 

 ⻭科医師が⼝腔内を観察した際の
訪問⻭科衛⽣指導料(⻭科衛⽣⼠等
が⾏う場合)·、居宅療養管理指導費
(⻭科衛⽣⼠等が⾏う場合)⼜は介
護予防居宅療養管理指導費(⻭科衛
⽣⼠等が⾏う場合)を算定した年⽉
⽇を記載すること。 

39 C001 訪問⻭科衛⽣指
導料 

⽇付、指導の実施時刻(開始時刻と
終了時刻)を記載すること。 

訪問⻭科衛⽣指導を⾏った⽇付及
び指導の実施時刻（開始時刻と終
了時刻）を記載すること。 

53 D011 有床義⻭咀嚼機
能検査 

(新製有床義⻭装着⽇より後に算
定する場合)新製有床義⻭装着⽇
より前に⾏った有床義⻭咀嚼機能
検査 1「イ 下顎運動測定と咀嚼能
⼒測定を併せて⾏う場合」⼜は有
床義⻭咀嚼機能検査 2「イ 下顎運
動測定と咬合圧測定を併せて⾏う
場合」を算定した年⽉及び新製有
床義⻭等を装着した年⽉を記載す
ること。 

（新製有床義⻭装着⽇より後に算
定する場合）新製有床義⻭装着⽇
より前に⾏った有床義⻭咀嚼機能
検査を算定した年⽉及び新製有床
義⻭等を装着した年⽉を記載する
こと。 
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項番 区分 診療⾏為名称等 記載事項（旧） 記載事項（新） 
56 E 画像診断 (標準型以外のフィルムを使⽤し

て撮影(アナログ撮影)を⾏った場
合)X 線·検査の「その他」欄に使⽤
フィルムの種類を記載すること。
(新⽣児、3 歳未満の乳幼児⼜は 3
歳以上 6 歳未満の幼児に対する加
算を算定した場合)「X 線·検査」欄
のそれぞれの項の記載要領にかか
わらず X 線·検査の「その他」欄に
画像診断の種類を記載すること。
(標準型以外のフィルムを使⽤し
て撮影(アナログ撮影)を⾏った場
合、全顎撮影(デジタル撮影)、⻭
科エックス線撮影の全顎撮影以外
(デジタル撮影)、⻭科パノラマ断
層撮影(デジタル撮影)及び⻭科⽤
3 次元エックス線断層撮影以外の
画像診断を⾏った場合) 
X 線·検査の「その他」欄に画像診
断の種類を記載すること。 

(標準型以外のフィルムを使⽤して
撮影(アナログ撮影)を⾏った場合)
X 線·検査の「その他」欄に使⽤フ
ィルムの種類を記載すること。 
(新⽣児、3 歳未満の乳幼児⼜は 3 歳
以上 6 歳未満の幼児に対する加算
を算定した場合) 「X 線·検査」欄の
それぞれの項の記載要領にかかわ
らず X 線·検査の「その他」欄に画
像診断の種類を記載すること。 
(標準型以外のフィルムを使⽤して
撮影(アナログ撮影)を⾏った場合、
全顎撮影(デジタル撮影)、⻭科 
エックス線撮影の全顎撮影以外(デ
ジタル撮影)、⻭科パノラマ断層撮
影(デジタル撮影)、⻭科⽤ 3 次元 
エックス線断層撮影及び⻭科部分
パノラマ断層撮影以外の画像診断
を⾏った場合) 
X 線·検査の「その他」欄に画像診断
の種類を記載すること。 

58 F100 処⽅料 
注 5 及び注 6 特 
定疾患処⽅管理
加算 

全体の「その他」欄に当咳管理の
対象となる医科の主病名を記載す
ること。 

 

65 G200 特定保険医療材
料 (注射) 

(注射に当たって特定保険医療材
料等を使⽤した場合)項番 110 の
例により、全体の「その他」欄に
記載すること。 

 

72 I000-2 咬合調整 「診療報酬の算定⽅法の⼀部改正
に伴う実施上の留意事項につい
て」別添 2 第 2 章第 8 部 I000-2 咬
合調整の(1)のイからホまでのい
ずれに該当するか⼜は矯正治療に
よるものかを記載すること。また、
その他の理由による場合は、その
理由を具体的に記載すること。 

「診療報酬の算定⽅法の⼀部改正
に伴う実施上の留意事項につい
て」別添 2 第 2 章第 8 部 I000-2 咬
合調整の(1)のイからホまでのいず
れに該当するかを記載すること。 
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項番 区分 診療⾏為名称等 記載事項（旧） 記載事項（新） 
79 I011-2 ⻭周病安定期治

療 
(当該処置の 1 回⽬の場合(初診⽉
を除く。))1 回⽬である旨を記載
すること。(SPT 及び P 重防が 2
回⽬以降の場合)SPT1 ⼜は P 重
防の前回実施年⽉を記載するこ
と。 

前回の⻭周病安定期治療⼜は⻭周
病重症化予防治療の実施年⽉（初
回である場合は初回である旨）を
記載すること。 

80 I011-
2-3 

⻭周病重症化予
防治療 

(当該処置の 1 回⽬の場合(初診⽉
を除く。))1 回⽬である旨を記載
すること。(SPT 及び P 重防が 2
回⽬以降の場合)SPT1 ⼜は P 重
防の前回実施年⽉を記載するこ
と。 

前回の⻭周病安定期治療⼜は⻭周
病重症化予防治療の実施年⽉（初
回である場合は初回である旨）を
記載すること。 

81 I011-
2-2 

⻭周病安定期治
療(II) 

(当該処置の 1 回⽬の場合(初診⽉
を除く。))1 回⽬である旨を記載
すること。 

 

81 I014 暫間固定 固定を⾏った部位(固定源となる
⻭を含めない。)及びその⽅法を記
載し、暫間固定の前回実施年⽉⽇
(1 回⽬の場合は 1 回⽬と記載す
る。)及び⻭周外科⼿術を⾏う予定
であるか否かを記載すること。な
お、⻭周外科⼿術後の暫間固定を
⾏う場合については、⻭周外科⼿
術の予定に関する記載は不要であ
り、⼿術後 1 回⽬の場合は術後 1
回⽬と記載し、2 回⽬以降は前回
実施年⽉⽇を記載する。 

固定を⾏った部位（固定源となる
⻭を含めない。）及びその⽅法を記
載し、暫間固定の前回実施年⽉⽇
（１回⽬の場合は 1 回⽬と記載す
る。）及び⻭周外科⼿術の予定の有
無を記載すること。なお、⻭周外科
⼿術後の暫間固定を⾏う場合につ
いては、⻭周外科⼿術の予定に関
する記載は不要であり、⼿術後１
回⽬の場合は術後 1 回⽬と記載し、
２回⽬以降は前回実施年⽉⽇を記
載する。 

82 I017 ⼝腔内装置  （⼝腔内装置の装着予定⽇から起
算して１⽉以上患者が来院しない
場合）「令和 年 ⽉分」欄に製作
⽉を、「診療実⽇数」欄に０を、「転
帰」欄に中⽌を、「摘要」欄に装着
物の種類、装着予定年⽉⽇及び装
着できなくなった理由を記載する
こと。 
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項番 区分 診療⾏為名称等 記載事項（旧） 記載事項（新） 
83 I017-

1-2 
睡眠時無呼吸症
候群に対する⼝
腔内装置 

 （睡眠時無呼吸症候群に対する⼝
腔内装置の装着予定⽇から起算し
て１⽉以上患者が来院しない場
合）「令和 年 ⽉分」欄に製作⽉
を、「診療実⽇数」欄に０を、「転帰」
欄に中⽌を、「摘要」欄に装着物の
種類、装着予定年⽉⽇及び装着で
きなくなった理由を記載するこ
と。 

84 I017-
1-3 

⾆接触補助床  （⾆接触補助床の装着予定⽇から
起算して１⽉以上患者が来院しな
い場合）「令和 年 ⽉分」欄に製
作⽉を、「診療実⽇数」欄に０を、
「転帰」欄に中⽌を、「摘要」欄に
装着物の種類、装着予定年⽉⽇及
び装着できなくなった理由を記載
すること。 

85 I017-
1-4 

術後即時顎補綴
装置 

 （術後即時顎補綴装置の装着予定
⽇から起算して１⽉以上患者が来
院しない場合）「令和 年 ⽉分」
欄に製作⽉を、「診療実⽇数」欄に
０を、「転帰」欄に中⽌を、「摘要」
欄に装着物の種類、装着予定年⽉
⽇及び装着できなくなった理由を
記載すること。 

86 I018 ⻭周治療⽤装置  （⻭周治療⽤装置の装着予定⽇か
ら起算して１⽉以上患者が来院し
ない場合）「令和 年 ⽉分」欄に
製作⽉を、「診療実⽇数」欄に０を、
「転帰」欄に中⽌を、「摘要」欄に
装着物の種類、装着予定年⽉⽇及
び装着できなくなった理由を記載
すること。 

91 Ｉ030 機械的⻭⾯清掃
処置 

(当該処置の 1 回⽬の場合(初診⽉
を除く。))1 回⽬である旨を記載
すること。(2 回⽬以降の場合)前
回実施年⽉を記載すること。 

前回実施年⽉（初回である場合は
初回である旨）を記載すること。 

91 
92 

Ｉ030 
I031 

機械的⻭⾯清掃
処置 

(妊婦の場合)妊婦である旨を記載
すること。 

（妊娠中の場合）妊娠中である旨
を記載すること。 
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項番 区分 診療⾏為名称等 記載事項（旧） 記載事項（新） 
フッ化物⻭⾯塗
布処置 

(当該処置の 1 回⽬の場合(初診⽉
を除く。))1 回⽬である旨を記載
すること。(2 回⽬以降の場合)前
回実施年⽉を記載すること。 

前回実施年⽉（初回である場合は
初回である旨）を記載すること。 

98 J000 抜⻭⼿術 以下の理由以外により抜⻭を中⽌
した場合は、その他を選択し、そ
の理由を記載すること。 

（上記以外の理由により抜⻭を中
⽌した場合）その他を選択し、その
理由を記載すること。 

107 J109 広範囲顎⾻⽀持
型装置埋⼊⼿術 

(当該⼿術の実施範囲が 3 分の 1
顎未満である場合)顎堤⽋損の原
因となった疾患名を記載するこ
と。 

（当該⼿術の実施範囲が４⻭相当
未満である場合）顎堤⽋損の原因
となった疾患名を記載すること。 

117 M ⻭冠修復及び⽋
損補綴 

(⽋損⻭数と補綴⻭数が⼀致しな
いため、算定点数が異なる場合) 
傷病名と⻭数不⼀致と記載するこ
と。 

（⽋損⻭数と補綴⻭数が⼀致しな
いため、算定点数が異なる場合） 
⽋損⻭数と補綴⻭数の不⼀致と記
載すること。 

118 M000 補綴時診断料 (補綴時診断料(有床義⻭修理を実
施した場合に限る。)を算定する場
合)1 回⽬の場合は 1 回⽬と記載す
ること。2 回⽬以降の場合は当該
装置に係る当該診断料の前回実施
年⽉⽇を記載すること。 

(補綴時診断料(有床義⻭修理を実
施した場合に限る。)を算定する場
合) 
当該装置に係る当該診断料の前回
実施年⽉⽇(初回である場合は初回
である旨)を記載すること。 

123 M005 装着 (脱離した⻭冠修復物⼜は、脱離⼜
は修理したブリッジを再装着した
場合)⻭冠修復及び⽋損補綴の「そ
の他」欄に部位を記載すること。
なお、再装着する⻭冠修復物が 1
つ⼜は再装着する装置が 1 つであ
って、「傷病名部位」欄の記載から
再装着した部位が明らかに特定で
きる場合は、部位の記載を省略し
て差し⽀えない。 

(脱離した⻭冠修復物⼜は、脱離⼜
は修理したブリッジを再装着した
場合)⻭冠修復及び⽋損補綴の「そ
の他」欄に部位を記載すること。な
お、再装着する⻭冠修復物が 1 つ
⼜は再装着する装置が 1 つであっ
て、「傷病名部位」欄の記載から再
装着した部位が明らかに特定でき
る場合は、記載を省略して差し⽀
えない。 

127 M010-
3 

接着冠  ⻭冠修復及び⽋損補綴の「その他」
欄に当該⽀台⻭の部位及び接着冠
を記載すること。なお、当該ブリッ
ジが 1 つであって、「傷病名部位」
欄の記載から接着冠の部位が明ら
かに特定できる場合は、記載を省
略して差し⽀えない。 
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項番 区分 診療⾏為名称等 記載事項（旧） 記載事項（新） 
128 M011 レジン前装⾦属

冠 
 (後継永久⻭が先天的に⽋如してい

る乳⻭に対してレジン前装⾦属冠
を⽤いた⻭冠修復を⾏った場合) 
永久⻭代⾏と記載すること。 

129 M015 ⾮⾦属⻭冠修復 
２ 硬質レジン
ジャケット冠 

 （後継永久⻭が先天的に⽋如して
いる乳⻭に対して硬質レジンジャ
ケット冠を⽤いた⻭冠修復を⾏っ
た場合）永久⻭代⾏と記載するこ
と。 

131 M015-
3 

CAD/CAM イン
レー 

 (⻭科⽤⾦属を原因とする⾦属アレ
ルギーを有する患者の⼤⾅⻭に⽤
いた場合) 紹介元保険医療機関名
を記載すること。 

130 M017 ポンティック(接
着ブリッジ) 

⻭冠修復及び⽋損補綴の「その他」
欄に当該⽀台⻭の部位及び接着冠
を記載すること。なお、当該ブリ
ッジが 1 つであって、「傷病名部
位」欄の記載から接着冠の部位が
明らかに特定できる場合は、部位
の記載を省略して差し⽀えない。

 

133 M019 熱可塑性樹脂有
床義⻭等 

(⼩児義⻭に係る費⽤を算定する
場合)装着部位及び⼩児義⻭が必
要となった疾患名⼜は必要となっ
た理由を記載すること。なお、⽋
損⻭数と補綴⻭数が⼀致しないた
め、算定点数が異なる場合は、⽋
損⻭数と補綴⻭数の不⼀致の旨を
記載すること。 

（⼩児義⻭に係る費⽤を算定する
場合）装着部位及び⼩児義⻭が必
要となった疾患名⼜は必要となっ
た理由を記載すること。 

134 M017-
2 

⾼強度硬質レジ
ンブリッジ 

 （⻭科⽤⾦属を原因とする⾦属ア
レルギーを有する患者の⾅⻭部１
⻭中間⽋損に使⽤する場合）紹介
元保険医療機関名を記載するこ
と。 

（131） M018 有床義⻭ (⽋損⻭数と補綴⻭数が⼀致しな
いため、算定点数が異なる場合) 
⽋損⻭数と補綴⻭数の不⼀致の旨
を記載すること。 
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項番 区分 診療⾏為名称等 記載事項（旧） 記載事項（新） 
144 N ⻭科矯正 当該疾患に係る顎切除⼜は顎離断

等の⼿術を担当する連携保険医療
機関名を記載。 
また、⻭科矯正診断料⼜は顎⼝腔
機能診断料を最初に算定した年⽉
⽇を診断料の名称に併せて記載す
ること。 

また、⻭科矯正診断料⼜は顎⼝腔
機能診断料を最初に算定した年⽉
⽇を診断料の名称に併せて記載す
ること。 

144 
152 

N 
N018 

⻭科矯正 
マルチブラケッ
ト装置 

 咬合異常の起因となった疾患名
（別に厚⽣労働⼤⾂が定める疾
患、３⻭以上の永久⻭萌出不全⼜
は顎変形症）を記載すること。 

 （6 ⻭以上の先天性部分無⻭症⼜
は 3 ⻭以上の永久⻭萌出不全によ
る咬合異常により⻭科矯正を⾏う
場合）先天性⽋如部位⼜は埋伏⻭
の部位を記載すること。 

全体の「その他」欄にステップ名
及びそのステップにおける回数を
記載すること。 

（マルチブラケット装置（セクシ
ョナルアーチを⾏う場合を除く）
を⾏う場合） 
全体の「その他」欄にステップ名及
びそのステップにおける装置回数
を上下顎別に記載すること。 

152 
153 

N018 
N028 

マルチブラケッ
ト装置 
床装置修理 

 （セクショナルアーチを⾏う場
合）その旨を記載すること。 

 (リンガルアーチにおいて、主線の
前⻭部分のみを再製作し、ろう着
した場合)その旨を記載すること。

 




